
 

 

 

 

 

 

 

 今年は、九州北部は梅雨明け宣言が遅かったです。他の地域はそれなりの時期に梅雨明け宣言が出ているとい

うのに・・・まあ、さすがにこの号が出る８月には梅雨はあけましたが・・・ 

相変わらず暑い日が続きます。全国的にも熱中症による体調不良が拡がっている報道がありますが、みなさん

もくれぐれも気をつけてこの夏を乗り切ってください。 

 ８月と言えば、お盆で亡きご先祖さんを偲んで過ごす日があります。こういう時に、自分自身の亡き後を考え

てみるのもいいかと思います。どんな来世を望んでいるかを考えて、紙にしたためてみると・・・それが、遺言

の原案になるのではないでしょうか。 

 

 

 今回の相談者は、米本 寿さん（仮名）70歳。寿さんはもともと一人っ子で、両親はずいぶん前に他界。長年

連れ添ってきた妻の喜久子さんも先日亡くなって、子供もいないので、本当に天涯孤独の一人になってしまいま

した。近所に遠縁の親戚は住んでいて交流はあるものの、もし寿さんに万が一のことが起きれば、相続人は誰も

いないことに・・。「もう一人だし、自分が死んだときのことはあまり考えていなかったんですが・・先日、うち

の近所の 85歳の女性が亡くなって一億の遺産が、遺言書を残しておかなかったために、国庫に納められたと聞い

て・・もうビックリで。財産が国のものになるなんて嫌だ。せめて自分によくしてくれた方に譲りたいけど、で

きますか」とのこと。 

 たしかに、相続人がいない場合、特別縁故者（※）もいなければ、遺産は国のものになってしまいます。せっ

かく築いてきたものが淡々と処理され、あまり親しくなかった方や国に渡ってしまうのです！それならば、生前

お世話になった方へ差し上げたいと思うのが人情ですよね。 

 そこで、私は、米本さんに公正証書による遺言書の作成を勧めました。相続人がいないか、居ても縁が遠い場

合は、遺言書による処分が一番スムーズであろうと考えたからです。米本さんは早速この手続きをして、安心し

て生活されています。 

 このように、“特別世話になった人に寄贈したい”とか、“お寺や教会、社会福祉関係の団体に寄付したい”な

ど思われる場合にはその旨の遺言を残しておくことが大切です。遺言書は何度でも書きなおしができるため、自

分の人生を振り返る時間があるときにこそ、想いを整理してはいかがでしょうか。 

 ※特別縁故者とは、亡くなった方の財産を何らかの縁故関係のある人に取得させるのが望ましいという観点か

ら作られた制度で、次のような方がそれに該当します。○ 被相続人と生計を同じくしていた者 ○ 被相続人の

療養看護に努めた者 ○ その他被相続人と特別な縁故があった者 ただし、特別縁故者として認められるのは、

とても難しいのが実情です。 

 

 

あなたが残したいもの・伝えたい思いは何ですか？ 
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遺言書はパソコンで作成しても大丈夫？ 

 

自ら遺言書を作成する（自筆証書遺言を作成する）

場合、すべての項目を自筆で書くことが大前提で

す。パソコンやワープロで作成した場合、正式な遺

言書として認められません。 

「相続人がいない！」こんな場合どうなる？ 


